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政
令
第

号

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
九
十
五
条
第
二
項
及
び
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
二
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
第
一
号
中
「
一
万
六
千
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
二
万
六
千
円
」
を
「
二

万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
一
万
六
千
円
」
を
「
一
万
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
の
表
第
一
号
中
「
六
千
円
」
を
「
三
千
四
百
円
」
に
、
「
一
万
五
千
円
」
を
「
八
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同

表
第
二
号
中
「
一
万
二
千
円
」
を
「
六
千
八
百
円
」
に
、
「
三
万
円
」
を
「
一
万
七
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「

二
万
千
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
法
等
関
係

手
数
料
令
第
一
条
第
二
項
の
表
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
第
四
条
第
二
項
の
表
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
九
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

出
願
人
等
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
特
許
出
願
の
手
数
料
、
商
標
登
録
出
願
の
手
数
料
等
の
引
下
げ
を
行
う
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。


